
条 例

�愛媛県条例第３６号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。
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愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（県民税の株式等譲渡所得割の特別徴収義務者）

第１７条の７ 選択口座が開設されている租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第３７条の１１の３第３項第１号に規定する金融商品取

引業者等で当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡

の対価又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取

引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべ

き日の属する年の１月１日現在において県内に住所を有する個人

に対して当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する

金額の支払をするものは、県民税の株式等譲渡所得割についての

特別徴収義務者とする。

（事業税の納税義務者等）

第１８条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、

次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によつ

て、その法人に課する。

� 次号及び第３号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の

区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 省略

イ 法第７２条の４第１項各号に掲げる法人、法第７２条の５第１

項各号に掲げる法人、法第７２条の２４の７第６項各号に掲げる

法人、法第７２条の２第４項に規定する人格のない社団等、投

資信託及び投資法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）第

２条第１２項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法

律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的

会社並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出

資金の額が１億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しな

いもの 所得割額

�・� 省略

２・３ 省略

（個人の事業税の税率等）

第１８条の４ 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

（県民税の株式等譲渡所得割の特別徴収義務者）

第１７条の７ 選択口座が開設されている租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第３７条の１１の３第３項第１号に規定する証券業者等

で当該選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡

の対価又は当該選択口座において処理された上場株式等の信用取

引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受けるべ

き日の属する年の１月１日現在において県内に住所を有する個人

に対して当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する

金額の支払をするものは、県民税の株式等譲渡所得割についての

特別徴収義務者とする。

（事業税の納税義務者等）

第１８条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、

次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額によつ

て、その法人に課する。

� 次号及び第３号に掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の

区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 省略

イ 法第７２条の４第１項各号に掲げる法人、法第７２条の５第１

項各号に掲げる法人、法第７２条の２４の７第６項各号に掲げる

法人、法第７２条の２第４項に規定する人格のない社団等、投

資信託及び投資法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８号）第

２条第１９項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法

律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的

会社並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出

資金の額が１億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しな

いもの 所得割額

�・� 省略

２・３ 省略

（個人の事業税の税率等）

第１８条の４ 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
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�～� 省略

� 第３種事業のうち法第７２条の２第９項第５号 及び第

７号に掲げる事業を行う個人 所得に１００分の３を乗じて得た

金額

（不動産取得税の納税義務者等）

第１９条 省略

２ 家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使

用又は譲渡（ 独立行政法人都市再生機構、独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社若し

くは令第３６条の２の２第１項に規定する者又は住宅を新築して譲

渡する者で同条第２項に規定するものが注文者である家屋の新築

に係る請負契約（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

が注文者である家屋の新築にあつては、日本国有鉄道清算事業団

の債務等の処理に関する法律（平成１０年法律第１３６号）第１３条第１

項第３号の業務に基づき締結されるものに限る。）に基づく当該

注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行わ

れた場合は、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下こ

の項において同じ。）が行われた日において家屋の取得がなされ

たものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなし

て、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築さ

れた日から６月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用

又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日

から６月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみな

し、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産

取得税を課する。

３～９ 省略

（県たばこ税の税率）

第２０条の３ 県たばこ税の税率は、１，０００本につき１，０７４円とする。

（狩猟税の税率）

第６２条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当

該各号に定める額とする。

� 第１種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受

ける者で、次号に掲げる者以外のもの １登録につき １６，５００

円

� 第１種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受

ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付すること

を要しないもののうち、法第２３条第１項第７号に規定する控除

対象配偶者又は同項第８号に規定する扶養親族に該当する者

（農業、水産業又は林業に従事している者を除く。）以外の者

１登録につき １１，０００円

� 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、

次号に掲げる者以外のもの １登録につき ８，２００円

� 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、

当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない

もののうち、法第２３条第１項第７号に規定する控除対象配偶者

又は同項第８号に規定する扶養親族に該当する者（農業、水産

業又は林業に従事している者を除く。）以外の者 １登録につ

き ５，５００円

� 省略

２ 省略

附 則

（配当割の税率の特例）

第７条の３ 平成１６年１月１日から平成２１年３月３１日までの間に支

�～� 省略

� 第３種事業のうち法第７２条の２第９項第４号、第５号及び第

７号に掲げる事業を行う個人 所得に１００分の３を乗じて得た

金額

（不動産取得税の納税義務者等）

第１９条 省略

２ 家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使

用又は譲渡（住宅金融公庫、独立行政法人都市再生機構、独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社若し

くは令第３６条の２の２第１項に規定する者又は住宅を新築して譲

渡する者で同条第２項に規定するものが注文者である家屋の新築

に係る請負契約（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

が注文者である家屋の新築にあつては、日本国有鉄道清算事業団

の債務等の処理に関する法律（平成１０年法律第１３６号）第１３条第１

項第３号の業務に基づき締結されるものに限る。）に基づく当該

注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行わ

れた場合は、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下こ

の項において同じ。）が行われた日において家屋の取得がなされ

たものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなし

て、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築さ

れた日から６月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用

又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日

から６月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみな

し、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産

取得税を課する。

３～９ 省略

（県たばこ税の税率）

第２０条の３ 県たばこ税の税率は、１，０００本につき８９８円 とする。

（狩猟税の税率）

第６２条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当

該各号に定める額とする。

� 網・わな猟免許又は第１種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受

ける者で、次号に掲げる者以外のもの １登録につき １６，５００

円

� 網・わな猟免許又は第１種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受

ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付すること

を要しないもののうち、法第２３条第１項第７号に規定する控除

対象配偶者又は同項第８号に規定する扶養親族に該当する者

（農業、水産業又は林業に従事している者を除く。）以外の者

１登録につき １１，０００円

� 省略

２ 省略

附 則

（配当割の税率の特例）

第７条の３ 平成１６年１月１日から平成２０年３月３１日までの間に支

愛 媛 県 報平成１９年３月３１日 第１８４８号外３
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払を受けるべき特定配当等（租税特別措置法第４条の２第９項及

び第４条の３第１０項の規定の適用を受けるものを除く。）の額に

係る配当割の税率は、第１３条第６項の規定にかかわらず、１００分の

３とする。

（肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例）

第８条 省略

２ 前項の規定の適用がある場合における第１６条及び附則第５条第

１項の規定の適用については、第１６条中「前３条」とあるのは「前

３条及び附則第８条第１項」と、附則第５条第１項第２号中「及

び附則第７条の４第１項」とあるのは「、附則第７条の４第１項

及び附則第８条第１項」と、同項第３号中「及び附則第５条の４

第６項」とあるのは「、附則第５条の４第６項及び附則第６条第

５項」とする。

（上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る県

民税の課税の特例）

第１６条の２ 平成１６年度から平成２１年度までの各年度分の個人の県

民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に法附則第３５条の２の

３第１項に規定する上場株式等（以下この項において「上場株式

等」という。）の譲渡（これに類するものとして令で定めるもの

を含み、金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２８条第８項第

３号イに掲げる取引 の方法により行うものを除く。以下この項

において同じ。）のうち租税特別措置法第３７条の１１第１項各号に

掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等のこれ

らの譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得（同法第３２条第２

項の規定に該当する譲渡所得を除く。）については、前条第１項

の規定により法附則第３５条の２の３第１項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額に対して課する県民税の所得割の額は、

前条第１項の規定にかかわらず、法附則第３５条の２の３第１項に

規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の１００分の１．２に

相当する額とする。

２ 省略

（株式等譲渡所得割の税率の特例）

第１６条の３ 平成１６年１月１日から平成２０年１２月３１日までの間に行

われた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取

引等に係る差金決済により生じた特定株式等譲渡所得金額に係る

株式等譲渡所得割の税率は、第１３条第７項の規定にかかわらず、

１００分の３とする。

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例）

第１９条の４ 独立行政法人都市再生機構、独立行政

法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社若しく

は家屋を新築して譲渡することを業とする者で令で定めるもの若

しくは住宅を新築して譲渡する者で令で定めるもの又は住宅を購

入して譲渡する者で令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る

第１９条第２項ただし書又は同条第３項本文の規定の適用について

は、当該住宅の新築が平成１０年１０月１日から平成２０年３月３１日ま

での間に行われたときに限り、これらの規定中「６月」とあるの

は、「１年」とする。

（県たばこ税の税率の特例）

第２２条 たばこ事業法

払を受けるべき特定配当等（租税特別措置法第４条の２第９項及

び第４条の３第１０項の規定の適用を受けるものを除く。）の額に

係る配当割の税率は、第１３条第６項の規定にかかわらず、１００分の

３とする。

（肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例）

第８条 省略

２ 前項の規定の適用がある場合における第１６条及び附則第５条第

１項の規定の適用については、第１６条中「前３条」とあるのは「前

３条及び附則第８条第１項」と、附則第５条第１項第２号中「及

び附則第７条の４第１項」とあるのは「、附則第７条の４第１項

及び附則第８条第１項」と、同項第３号中「及び附則第５条第３

項 」とあるのは「、附則第５条第３項 及び附則第６条第

５項」とする。

（上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る県

民税の課税の特例）

第１６条の２ 平成１６年度から平成２０年度までの各年度分の個人の県

民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に法附則第３５条の２の

３第１項に規定する上場株式等（以下この項において「上場株式

等」という。）の譲渡（これに類するものとして令で定めるもの

を含み、証券取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条第２０項に規定

する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。以下この項

において同じ。）のうち租税特別措置法第３７条の１１第１項各号に

掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等のこれ

らの譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得（同法第３２条第２

項の規定に該当する譲渡所得を除く。）については、前条第１項

の規定により法附則第３５条の２の３第１項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額に対して課する県民税の所得割の額は、

前条第１項の規定にかかわらず、法附則第３５条の２の３第１項に

規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の１００分の１．２に

相当する額とする。

２ 省略

（株式等譲渡所得割の税率の特例）

第１６条の３ 平成１６年１月１日から平成１９年１２月３１日までの間に行

われた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取

引等に係る差金決済により生じた特定株式等譲渡所得金額に係る

株式等譲渡所得割の税率は、第１３条第７項の規定にかかわらず、

１００分の３とする。

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例）

第１９条の４ 住宅金融公庫、独立行政法人都市再生機構、独立行政

法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社若しく

は家屋を新築して譲渡することを業とする者で令で定めるもの若

しくは住宅を新築して譲渡する者で令で定めるもの又は住宅を購

入して譲渡する者で令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る

第１９条第２項ただし書又は同条第３項本文の規定の適用について

は、当該住宅の新築が平成１０年１０月１日から平成２０年３月３１日ま

での間に行われたときに限り、これらの規定中「６月」とあるの

は、「１年」とする。

（県たばこ税の税率の特例）

第２２条 平成１８年７月１日以後に第２０条第１項の売渡し又は同条第

２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。）

が行われた製造たばこに係る県たばこ税の税率は、第２０条の３の

規定にかかわらず、当分の間、１，０００本につき１，０７４円とする。

２ 平成１８年７月１日以後に売渡し等が行われたたばこ事業法
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附則第２条の規定による廃止前の製造たばこ定価法（昭和４０年法

律第１２２号）第１条第１項に規定する紙巻たばこ３級品の当該廃止

の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る県たば

こ税の税率は、第２０条の３ の規定にかかわらず、当分の

間、１，０００本につき５１１円とする。

（自動車取得税の税率の特例）

第２４条 省略

２ 電気を動力源とする自動車で地方税法施行規則で定めるものの

取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成１９年

４月１日から平成２１年３月３１日までの間に行われたときに限り、

第５９条の４及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの

項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は

前項に定める率から１００分の２．７を控除した率とする。

３ 次に掲げる天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の

燃料として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるものをい

う。以下この項において同じ。）の取得に対して課する自動車取

得税の税率は、当該取得が平成１９年４月１日から平成２１年３月３１

日までの間に行われたときに限り、第５９条の４及び第１項の規定

にかかわらず、当該取得についてこの項の規定がないものとした

場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率から１００分の２．７

を控除した率とする。

� 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量（以下こ

の条において「車両総重量」という。）が３．５トン以下の天然ガ

ス自動車のうち、同法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係

る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（以下こ

の条において「排出ガス保安基準」という。）で地方税法施行

規則で定めるもの（以下この号において「平成１７年天然ガス軽

量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成１７年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の

１を超えないもので同省令で定めるもの

� 車両総重量が３．５トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運

送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用され

るべきものとして定められた排出ガス保安基準で地方税法施行

規則で定めるもの（以下この号において「平成１７年天然ガス重

量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成１７年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の１０分の

９を超えないもので同省令で定めるもの

４ 次に掲げる特定自動車（内燃機関を有する自動車で併せて電気

その他の地方税法施行規則で定めるものを動力源として用いるも

のであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることによ

り大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１４項に規定す

る自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定めるも

のをいう。以下この項において同じ 。）の取得（前項

の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課す

る自動車取得税の税率は、当該取得が平成１９年４月１日から平成

２１年３月３１日までの間に行われたときに限り、第５９条の４及び第

１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用

がないものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める

率から、当該特定自動車がバス、トラックその他の同省令で定め

るものである場合にあつては１００分の２．７を、当該特定自動車が乗

用車その他の同省令で定めるものである場合にあつては１００分の

１．８（当該取得が平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの間

附則第２条の規定による廃止前の製造たばこ定価法（昭和４０年法

律第１２２号）第１条第１項に規定する紙巻たばこ３級品の当該廃止

の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係る県たば

こ税の税率は、第２０条の３及び前項の規定にかかわらず、当分の

間、１，０００本につき５１１円とする。

（自動車取得税の税率の特例）

第２４条 省略

２ 前条第１項に規定する電気自動車等 の

取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成１１年

４月１日から平成１９年３月３１日までの間に行われたときに限り、

第５９条の４及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこの

項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は

前項に定める率から１００分の２．７を控除した率とする。

３ 内燃機関 を有する自動車で併せて電気

その他の地方税法施行規則で定めるものを動力源として用いるも

のであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることによ

り大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１４項に規定す

る自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定めるも

の（以下この項において「特定自動車」という。）の取得（前項

の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課す

る自動車取得税の税率は、当該取得が平成１１年４月１日から平成

１９年３月３１日までの間に行われたときに限り、第５９条の４及び第

１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用

がないものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める

率から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率
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に行われた場合にあつては、１００分の２）をそれぞれ控除した率と

する。

� 車両総重量が３．５トン以下の特定自動車のうち、次のいずれに

も該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

ア 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で

地方税法施行規則で定めるもの（以下この号において「平成

１７年特定軽量車基準」という。）に適合すること。

イ 窒素酸化物の排出量が平成１７年特定軽量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

ウ 前条第２項に規定するエネルギー消費効率（以下この条に

おいて「エネルギー消費効率」という。）が同項に規定する

基準エネルギー消費効率（以下この条において「基準エネル

ギー消費効率」という。）に１００分の１２０を乗じて得た数値以

上であること。

� 車両総重量が３．５トンを超える以下の特定自動車のうち、次の

いずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

ア 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で

地方税法施行規則で定めるもの（以下この号において「平成

１７年特定重量車基準」という。）に適合すること。

イ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成１７年特定重量車

基準に定める窒素酸化物又は粒子状物質の値の１０分の９を超

えないこと。

ウ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上である

こと。

５ 車両総重量が３．５トン

を超える自動車（軽油を内燃機関の燃料とするものに限る。）の

うち、道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保

安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で地方税法施行

規則で定めるもの（以下この項において「平成１７年重量車排出ガ

ス保安基準」という。）に適合し、かつ、

エネルギー消費効率が 基準エネルギー消費効率以

上のもので同省令で定めるもの（以下この項において「重量車基

準適合車」という。）の取得（前３項又は法附則第３２条第７項若

しくは第８項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）

に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成１８年４月

１日から平成２０年３月３１日までの間に行われたときに限り、第５９

条の４及び第１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項

の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第

１項に定める率から１００分の１（窒素酸化物又は粒子状物質の排出

量が平成１７年重量車排出ガス保安基準に定める窒素酸化物又は粒

子状物質の値の１０分の９を超えない重量車基準適合車で同省令で

定めるものにあつては、１００分の２）を控除した率とする。

をそれぞれ控除した率と

する。

� 当該特定自動車がバス、トラックその他の地方税法施行規則

で定めるものである場合 １００分の２．７

� 当該特定自動車が前号に規定するもの以外の特定自動車であ

る場合 １００分の２．２

４ 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量が３．５トン

を超える自動車（軽油を内燃機関の燃料とするものに限る。）の

うち、同法 第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保

安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で地方税法施行

規則で定めるもの（以下この項において「平成１７年重量車排出ガ

ス保安基準」という。）に適合し、かつ、前条第２項に規定する

エネルギー消費効率が同項に規定する基準エネルギー消費効率以

上のもので同省令で定めるもの（以下この項において「重量車基

準適合車」という。）の取得（前２項又は法附則第３２条第６項若

しくは第７項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）

に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成１８年４月

１日から平成２０年３月３１日までの間に行われたときに限り、第５９

条の４及び第１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項

の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第

１項に定める率から１００分の１（窒素酸化物又は粒子状物質の排出

量が平成１７年重量車排出ガス保安基準に定める窒素酸化物又は粒

子状物質の値の１０分の９を超えない重量車基準適合車で同省令で

定めるものにあつては、１００分の２）を控除した率とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 第６２条第１項の改正規定及び附則第７項の規定 平成１９年４月１６日

� 第１７条の７及び第１８条第１項第１号イの改正規定並びに附則第１６条の２第１項の改正規定（「証券取引法（昭和２３年法律第２５号）第２

条第２０項に規定する有価証券先物取引」を「金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号）第２８条第８項第３号イに掲げる取引」に改める部分

に限る。） 証券取引法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第６５号）の施行の日
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（事業税に関する経過措置）

２ 改正前の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「旧条例」という。）第１８条の４第４号に規定する地方税法の一部を改正する法律（平成１９年法

律第４号）による改正前の地方税法第７２条の２第９項第４号に掲げる事業に対して課する平成１８年度分までの個人の事業税については、な

お従前の例による。

（不動産取得税に関する経過措置）

３ 改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）附則第１９条の４の規定は、平成１９年４月１日（以下「施行日」という。）

以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、な

お従前の例による。

４ 施行日前にされた旧条例第１９条第２項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、な

お従前の例による。

（自動車取得税に関する経過措置）

５ 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自

動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

６ 新条例附則第２４条第４項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成１９年８月３１日までの間に行われる場合における同項の規定の適

用については、同項第２号中「車両総重量が３．５トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定め

るもの」とあるのは、「車両総重量が３．５トンを超える特定自動車」とする。

（狩猟税に関する経過措置）

７ 新条例第６２条第１項の規定は、平成１９年４月１６日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟

者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

平成１９年３月３１日 発行
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